
議案第25号

山田地区地籍調査事業に伴う字の区域の変更について

国土調査法(昭和2 6年法律第1 8 0号)第1 9条第2項の規定による認証の日から､

次のとおり字の区域を変更することについて､地方自治法(昭和2 2年法律第6 7号)第

2 6 0条第1項の規定により､本議会の議決を求める｡

平成11年3月11日

三　朝　町　長　　吉　田　秀　光

平成1 1年3男24日原案可決

三朝町議会議長西村武津具

区域を変更する �:�h,ﾈｾh暫�

字の名称 忠[ﾙ�ﾃ��D繹ﾈ��y?ｨﾋｸﾝﾘ,ﾉ&餉H,�.h.薬��

大字山田字市ケ坪 ��X鬨�)68鬨�85�-�,ﾈ*H+��3�,ﾃ�C�C�,ﾃ*C�C�,ﾃB�

及びこれらと一体をなす国有地以外の区域 

大字山田字馬場208の4から208の6まで､208の8 

大字山田字梁瀬 ��X鬨�)68鬨�85�-��C�,ﾃ*C�C�,ﾃHｷ�-�+�.ｨ.x,h自�ﾈ/��

なす国有地 

大字山田字梁瀬の全域 

大字山田宇土手下176の1､180の2及びこれらと-一体を 

なす国有地 

大字山田字馬場208の2及びこれと一体をなす国有地 

大字山田宇土手下 ��X鬨�)68琶7偃�ｨ,ﾈ*H+��sh,ﾃ�C���,ﾃ*C�店,ﾃ"�

及びこれらと一体をなす国有地以外の区域 

大字山田字馬場 ��X鬨�)68鬨�85�-��3�,ﾃ��

大字山田宇土手下195の2及びこれと一体をなす国有地 

大字山田字馬場のうち208の2､208の4から208の6 

まで､208の8及びこれらと一体をなす国有地以外の区域 

大字山田字上荘 ��X鬨�)68鬨�9��,ﾈ*H+�#c�,ﾃ�愛�,ﾈｾh暫�



大字山田字坂ノ谷 ��X鬨�)68鬨�9��#c�,ﾃ��

大字山田字坂ノ谷の全域 

大字山田字下荘 ��X鬨�)68鬨岔��,ﾈ*H+�ド,ﾃ*CCド,ﾃ:CH��ベ,ﾃ:B�

488の2､498の2､498の5､503の3及びこれら 

と一体をなす国有地以外の区域 

大字山田字宝大神510の1､510の6､510の8､51 

1の1､511の4から511の6まで 

大字山田字宝大神 ��X鬨�)68鬨岔��Cド,ﾃ*CCド,ﾃ:CCベ,ﾃ:CCモ�

の2､498の2､498の5､503の3及びこれらと一体 

をなす国有地 

大字山田字宝大神のうち510の1､510の6､510の8 

､511の1､511の4から511の6まで以外の区域 

大字山田字中島 ��X鬨�)68鬩(i8x,ﾉ�8暫�

大字山田字下前河原710の2 

大字山田字下前河原 ��X鬨�)68鬨岔��ﾘﾋH,ﾈ*H+���,ﾃ(決､�,ﾈｾh暫�


